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(57)【要約】
【課題】画素の開口率の向上を図りつつ、表示面を斜め
方向から見た場合に色の混色を回避させることのできる
液晶表示装置の提供。
【解決手段】液晶を挟持して対向配置される一対の基板
を備え、
前記一対の基板のうち一方の基板の液晶側の面に遮光膜
とカラーフィルタが形成され、
前記カラーフィルタの色によって定まる赤色画素、緑色
画素、および青色画素が、少なくもと一方向に隣接する
画素同士が同色とならないように配置されたものであっ
て、
前記赤色画素と前記青色画素の間に配置される前記遮光
膜の幅をＷｒｂ、前記緑色画素と赤色の画素の幅をＷｇ
ｒとした場合、少なくともＷｒｂ＞Ｗｇｒが成立する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
液晶を挟持して対向配置される一対の基板を備え、
前記一対の基板のうち一方の基板の液晶側の面に遮光膜とカラーフィルタが形成され、
前記カラーフィルタの色によって定まる赤色画素、緑色画素、および青色画素が、少なく
とも一方向に隣接する画素同士が同色とならないように配置されたものであって、
前記赤色画素と前記青色画素の間に配置される前記遮光膜の幅をＷｒｂ、前記緑色画素と
赤色画素の間に配置される前記遮光膜の幅をＷｇｒとした場合、少なくともＷｒｂ＞Ｗｇ
ｒが成立することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
前記青色画素と前記緑色画素の間に配置される前記遮光膜の幅をＷｂｇとした場合、Ｗｒ
ｂ＞Ｗｂｇ＞Ｗｇｒが成立することを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
前記一対の基板のうち他方の基板の液晶側の面に各画素に映像信号を供給するドレイン信
号線が形成され、
前記遮光膜は、平面的に観た場合、前記ドレイン信号線を被って形成されていることを特
徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
液晶を挟持して対向配置される一対の基板を備え、
前記一対の基板のうち一方の基板の液晶側の面に遮光膜とカラーフィルタが形成され、
前記カラーフィルタの色によって定まる赤色画素、緑色画素、および青色画素が、少なく
とも一方向に隣接する画素同士が同色とならないように配置されたものであって、
赤色画素とこれに隣接する青色画素の間に配置される前記遮光膜の中心と前記赤色画素と
これに隣接する緑色画素の間に配置される前記遮光膜の中心との距離をＬｒとし、
青色画素とこれに隣接する緑色画素の間に配置される前記遮光膜の中心と前記青色画素と
これに隣接する赤色画素の間に配置される前記遮光膜の中心との距離をＬｂとした場合、
少なくともＬｒ＞Ｌｂが成立することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
緑色画素とこれに隣接する青色画素の間に配置される前記遮光膜の中心と前記緑色画素と
これに隣接する赤色画素の間に配置される前記遮光膜の中心との距離をＬｇとした場合、
Ｌｒ＞Ｌｇ＞Ｌｂが成立することを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
前記一対の基板のうち他方の基板の液晶側の面に各画素に映像信号を供給するドレイン信
号線が形成され、
前記遮光膜は、平面的に観た場合、前記ドレイン信号線を被って形成されていることを特
徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に係り、特に、カラー表示がなされる液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カラー表示がなされる液晶表示装置は、隣接された３色以上の単位色画素によりカラー
表示用の単位画素を構成するようになっている。
【０００３】
　各単位色画素には、各単位色画素に応じた着色層（カラーフィルタ）を備え、これら着
色層を通した光の混合によって観察者は所定の色を感知できるようになっている。
【０００４】
　そして、カラー表示用の単位画素において、単色表示させようとする場合は、当該色の
単位色画素の液晶をＯＮさせるとともに、他の色の単位色画素の液晶をＯＦＦさせること
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によって実現している。
【０００５】
　そして、このような単色表示の場合において、表示面を斜め方向から観た場合、液晶が
ＯＮしている単位色画素に隣接する他の単位色画素であって、観察者に近い側の画素（液
晶はＯＦＦとなっている）の色が混ざって見える（この明細書において混色と表現する）
不都合が生じる。この理由は、たとえばバックライトからの光において、液晶がＯＮして
いる単位色画素と、この単位色画素と隣接する他の単位画素を通る光路が存在するからで
ある。
【０００６】
　生産上のばらつきにより、液晶を狭持する対向配置された基板が、異なる色の単位画素
が並ぶ方向にずれて固定された液晶表示装置の場合、単色表示において、液晶がＯＮして
いる単位色画素に隣接する他の単位色画素の着色層が、液晶がＯＮしている領域に近づい
ているまたは重なっているため、前記隣接する単位画素側の斜め方向から観察した場合、
混色の不都合が特に顕著になる。この理由は、液晶がＯＮしている領域に着色層が近づい
ているまたは重なっていることにより、前記光路の幅が広がるためである。
【０００７】
　近年にあって、いわゆる広視野角に優れた液晶表示装置が開発され、斜め方向からの観
察の機会が多くなり、前記混色による画質劣化が認識されやすくなっている。
【０００８】
　このため、従来では、各単位色画素の間に配置させる遮光層（ブラックマトリックス）
の幅を一律に太くすることで、前記混色による弊害を回避させていた。すなわち、液晶が
ＯＮしている単位色画素に隣接する他の単位色画素のカラーフィルタを通過する光を、幅
の太いブラックマトリックスで遮ることで、前記混色の回避を対策するようにしたもので
ある。
【０００９】
　なお、本願に関連する文献として、下記特許文献１、あるいは特許文献２がある。
【特許文献１】特開平１１－３８４２６号公報
【特許文献２】特開２００５－８４０９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、上述したように各単位色画素の間に配置させるブラックマトリックスの幅を一
律に太くした場合、該ブラックマトリックスの形成領域を除く実質的な画素の領域が狭ま
り、いわゆる画素の開口率が低下してしまう不都合が生じる。
【００１１】
　このことは、液晶表示装置としての輝度の低下をもたらし、この不都合を回避させるこ
とが要望されるに至る。
【００１２】
　本発明の目的は、画素の開口率の向上を図りつつ、表示面を斜め方向から見た場合に色
の混色を回避させることのできる液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　液晶表示装置は、液晶を透過する光の効率（透過効率）が大きく、液晶のＯＮ時とＯＦ
Ｆ時の透過効率比（透過コントラスト比）が高くなるように液晶のリターデーションが設
定されている。この場合、液晶のＯＮ時とＯＦＦ時の透過効率比が高くなるように液晶の
リターデーションを設定すると、液晶を通過した光は光源よりも黄色味を帯びる性質を有
する。
【００１４】
　このため、表示の黄色味を回避するため、光源として黄色の補色である青色味を帯びた
ものを使用する方法が考えられる。
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【００１５】
　このように青色味を帯びた光源を使用した液晶表示装置の場合、単色表示において斜め
方向からパネルを観察すると、青色が混ざって生じる混色がより視認されやすくなる。
【００１６】
　つまり、赤の単色表示において、隣接する青色画素側の斜め方向から観察した場合、光
源が青色味を帯びていることにより青色が混ざって生じる混色が強調されるため、混色の
不都合が顕著になる。一方、赤の単色表示において、隣接する緑色画素側の斜め方向から
観察した場合、緑色が混ざって生じる混色の不都合は、青色が混ざって生じる混色の不都
合と比較して視認しづらくなる。
【００１７】
　このことから、赤色画素と青色画素の間のブラックマトリックスの幅を太くするが、赤
色画素と緑色画素の間のブラックマトリックスの幅は太くする必要がなくなることが判る
。したがって、ブラックマトリックスの幅を一律に太くする場合と比較し、画素の開口率
を向上させることができる。
【００１８】
　また、この場合において、赤色画素と青色画素の間のブラックマトリックスを青色画素
の中心側へずらして配置させることによって、当該ブラックマトリックスの幅を大きくす
る必要をなくすことができる。上述のように赤色画素と青色画素の間のブラックマトリッ
クスを青色画素の中心側へずらすことによって、赤の単色表示の際の隣接する青色画素側
の斜め方向からの観察において、青色の光を前記ブラックマトリックスが遮るようになる
からである。
【００１９】
　本発明の構成は、たとえば、以下のようなものとすることができる。
【００２０】
（１）本発明の液晶表示装置は、たとえば、液晶を挟持して対向配置される一対の基板を
備え、
前記一対の基板のうち一方の基板の液晶側の面に遮光膜とカラーフィルタが形成され、
前記カラーフィルタの色によって定まる赤色画素、緑色画素、および青色画素が、少なく
とも一方向に隣接する画素同士が同色とならないように配置されたものであって、
前記赤色画素と前記青色画素の間に配置される前記遮光膜の幅をＷｒｂ、前記緑色画素と
赤色の画素の幅をＷｇｒとした場合、少なくともＷｒｂ＞Ｗｇｒが成立することを特徴と
する。
【００２１】
（２）本発明の液晶表示装置は、たとえば、（１）において、前記青色画素と前記緑色画
素の間に配置される前記遮光膜の幅をＷｂｇとした場合、Ｗｒｂ＞Ｗｂｇ＞Ｗｇｒが成立
することを特徴とする。
【００２２】
（３）本発明の液晶表示装置は、たとえば、（１）において、前記一対の基板のうち他方
の基板の液晶側の面に各画素に映像信号を供給するドレイン信号線が形成され、
前記遮光膜は、平面的に観た場合、前記ドレイン信号線を被って形成されていることを特
徴とする。
【００２３】
（４）本発明の液晶表示装置は、たとえば、液晶を挟持して対向配置される一対の基板を
備え、
前記一対の基板のうち一方の基板の液晶側の面に遮光膜とカラーフィルタが形成され、
前記カラーフィルタの色によって定まる赤色画素、緑色画素、および青色画素が、少なく
もと一方向に隣接する画素同士が同色とならないように配置されたものであって、
赤色画素とこれに隣接する青色画素の間に配置される前記遮光膜の中心と前記赤色画素と
これに隣接する緑色画素の間に配置される前記遮光膜の中心との距離をＬｒとし、
青色画素とこれに隣接する緑色画素の間に配置される前記遮光膜の中心と前記青色画素と
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これに隣接する赤色画素の間に配置される前記遮光膜の中心との距離をＬｂとした場合、
少なくともＬｒ＞Ｌｂが成立することを特徴とする。
【００２４】
（５）本発明の液晶表示装置は、たとえば、（４）において、緑色画素とこれに隣接する
青色画素の間に配置される前記遮光膜の中心と前記緑色画素とこれに隣接する赤色画素の
間に配置される前記遮光膜の中心との距離をＬｇとした場合、Ｌｒ＞Ｌｇ＞Ｌｂが成立す
ることを特徴とする。
【００２５】
（６）本発明の液晶表示装置は、たとえば、（４）において、前記一対の基板のうち他方
の基板の液晶側の面に各画素に映像信号を供給するドレイン信号線が形成され、
前記遮光膜は、平面的に観た場合、前記ドレイン信号線を被って形成されていることを特
徴とする。
【００２６】
　なお、上記した構成はあくまで一例であり、本発明は、技術思想を逸脱しない範囲内で
適宜変更が可能である。また、上記した構成以外の本発明の構成の例は、本願明細書全体
の記載または図面から明らかにされる。
【発明の効果】
【００２７】
　このように構成した液晶表示装置は、画素の開口率の向上を図りつつ、表示面を斜め方
向から見た場合に色の混色を回避させることができる。
【００２８】
　本発明のその他の効果については、明細書全体の記載から明らかにされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の実施例を、図面を参照しながら説明する。なお、各図および各実施例において
、同一または類似の構成要素には同じ符号を付し、説明を省略する。
【００３０】
（実施例１）
〈画素の等価回路〉
　図２は、いわゆるＩＰＳ（In Plane Switching）型の液晶表示装置の等価回路を示して
いる。図２は等価回路であるが実際の液晶表示装置と幾何学的に対応させて描いている。
【００３１】
　図２において、図中ｘ方向に延在しｙ方向に並設されたゲート信号線ＧＬ、ｙ方向に延
在しｘ方向に並設されたドレイン信号線ＤＬが形成されている。隣接する一対のゲート信
号線ＧＬと隣接する一対のドレイン信号線ＤＬとで囲まれた領域は画素領域を構成するよ
うになっている。なお、該画素領域の集合体は表示領域を構成するようになっている。
【００３２】
　画素領域にはスイッチング素子の薄膜トランジスタＴＦＴを備え、この薄膜トランジス
タＴＦＴはゲート信号線ＧＬからの信号（走査信号）によってオンするようになっている
。
【００３３】
　また、画素領域には画素電極ＰＸを備え、この画素電極ＰＸには、前記薄膜トランジス
タＴＦＴを通して、前記ドレイン信号線ＤＬからの信号（映像信号）が供給されるように
なっている。また、画素領域には対向電極ＣＴを備え、この対向電極ＣＴには対向電圧信
号線ＣＬを通して前記映像信号に対して基準となる基準信号が供給されるようになってい
る。
【００３４】
　画素電極ＰＸと対向電極ＣＴとの間には、前記画素電極ＰＸへの映像信号の供給によっ
て電界が生じ、この電界によって当該画素領域の液晶の分子を挙動させるようになってい
る。
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【００３５】
　このように構成された液晶表示装置は、各ゲート信号線ＧＬへの順次走査信号の供給に
より、図中ｘ方向に並設される画素列を選択でき、この際に、各ドレイン信号線ＤＬへの
所定の映像信号の供給により、前記画素列の各画素を駆動し、表示領域に画像を表示させ
るようになっている。
【００３６】
〈画素の構成〉
　図１は、本発明の液晶表示装置の一実施例を示す構成図で、液晶を介して対向配置され
る一対の基板の前記液晶側の面における構成を示す平面図である。
【００３７】
　すなわち、図１は、図２に示した等価回路に示す部材が形成されたＴＦＴ基板ＴＢＳと
、このＴＦＴ基板ＴＢＳと液晶を挟んで対向配置された対向基板ＦＢＳを示し、該対向基
板側から液晶表示装置を透視した平面図となっている。なお、図１のIII－III線における
断面図を図３に示す。
【００３８】
　ＴＦＴ基板ＴＳＢは次に示すように構成されている。まず、たとえばガラスからなる基
板ＳＵＢ１（図３参照）があり、この基板ＳＵＢ１の液晶ＬＣ側の面に、下地膜ＧＤＬ１
、ＧＤＬ２（図３参照）が形成されている。この下地膜ＧＤＬ１、ＧＤＬ２は、後述の薄
膜トランジスタＴＦＴの半導体層に基板ＳＵＢ１内の不純物が侵入するのを阻止するよう
になっている。
【００３９】
　下地膜ＧＤＬの上面には、画素領域ごとに形成される薄膜トランジスタＴＦＴの形成領
域にたとえばポリシリコン（ｐ－Ｓｉ）からなる半導体層ＰＳが形成され、この半導体層
ＰＳをも被って絶縁膜ＧＩ（図３参照）が形成されている。この絶縁膜ＧＩは薄膜トラン
ジスタＴＦＴの形成領域においてゲート絶縁膜として機能する。
【００４０】
　絶縁膜ＧＩの上面には、ゲート信号線ＧＬが、図中ｘ方向に延在しｙ方向に並設されて
形成されている。この場合、ゲート信号線ＧＬは半導体層ＰＳの中央部を交差するように
形成され、その交差部において薄膜トランジスタＴＦＴのゲート電極となるようになって
いる。
【００４１】
　また、絶縁膜ＧＩの上面には、ゲート信号線ＧＬをも被って、層間絶縁膜ＩＮ１が形成
され、この層間絶縁膜ＩＮ１の上面には、ドレイン信号線ＤＬが、図中ｙ方向に延在しｘ
方向に並設されて形成されている。ドレイン信号線ＤＬは層間絶縁膜ＩＮ１に形成された
スルーホールを通して半導体層ＰＳの一端に電気的に接続されている。ドレイン信号線Ｄ
Ｌの半導体層ＰＳの接続部は薄膜トランジスタＴＦＴのドレイン電極ＤＴとして機能する
。
【００４２】
　層間絶縁膜ＩＮ１の上面には薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＴが形成され、こ
のソース電極ＳＴは層間絶縁膜ＩＮ１に形成されたスルーホールを通して半導体層ＰＳの
他端に電気的に接続されている。ソース電極ＳＴは後述の画素電極ＰＸと電気的に接続さ
れるようになっている。
【００４３】
　層間絶縁膜ＩＮ１の上面には薄膜トランジスタＴＦＴをも被って保護膜ＰＡＳ１、保護
膜ＰＡＳ２の順次積層体（図３参照）が形成されている。薄膜トランジスタＴＦＴの液晶
ＬＣとの直接の接触を回避させるためである。保護膜ＰＡＳ１は無機絶縁膜、保護膜ＰＡ
Ｓ２は有機絶縁膜で形成されている。保護膜ＰＡＳ２を有機絶縁膜としたのは、塗布によ
り形成でき、表面を平坦化できるからである。
【００４４】
　保護膜ＰＡＳ２の上面には、たとえばＩＴＯ（Indium Tin Oxide）の透明導電層からな
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る対向電極ＣＴ（図３参照）が形成されている。この対向電極ＣＴはたとえば隣接する画
素の領域にまで及んで形成される面状の電極からなり、図２に示した電圧対向信号線ＣＬ
を兼ね備えた構成となっている。なお、この対向電極ＣＴは薄膜トランジスタＴＦＴのソ
ース電極ＳＴと重畳する部分において孔（図１において符号ＨＬで示す）が形成されてい
る。スルーホールを通して後述の画素電極ＰＸを前記ソース電極ＳＴとの接続をする場合
において、対向電極ＣＴと画素電極ＰＸとの電気的短絡を回避するためである。
【００４５】
　対向電極ＣＴの上面には層間絶縁膜ＩＮ２が形成され、この層間絶縁膜ＩＮ２の上面に
は各画素領域に画素電極ＰＸが形成されている。この画素電極ＰＸは、たとえばＩＴＯ（
Indium Tin Oxide）の透明導電層から構成されている。また、画素電極ＰＸは、たとえば
図中ｙ方向に延在しｘ方向に並設される複数（たとえば２個）の線状電極からなり、これ
ら線状の電極は、薄膜トランジスタＴＦＴ側の端部において互いに接続されている。
【００４６】
　そして、画素電極ＰＸは、その線状の電極の接続部において、層間絶縁膜ＩＮ２、保護
膜ＰＡＳ２、保護膜ＰＡＳ１に形成されたスルーホールＴＨを通して薄膜トランジスタＴ
ＦＴのソース電極Ｓと電気的に接続されるようになっている。
【００４７】
　画素電極ＰＸが形成された層間絶縁膜ＩＮ２の上面には、画素電極ＰＸをも被って配向
膜ＯＲＩ１が形成されている。この配向膜ＯＲＩ１は液晶の分子の初期配向方向を決定さ
せるようになっている。
【００４８】
　上述したＴＦＴ基板ＴＳＢと液晶ＬＣを介して対向配置される対向基板ＦＳＢは次に示
すように構成されている。まず、たとえばガラスからなる基板ＳＵＢ２（図３参照）があ
り、この基板ＳＵＢ２の液晶ＬＣ側の面にブラックマトリックスＢＭが形成されている。
このブラックマトリックスＢＭは、たとえばこの実施例では、ＴＦＴ基板ＴＳＢ側に形成
された該ドレイン信号線ＤＬを被うようにして形成されている。そして、このように図中
ｘ方向に並設される各ブラックマトリックスＢＭは、隣接する３個において、それぞれ、
その幅が異なって形成され、また、図中ｘ方向へ３個おきに同じ幅のブラックマトリック
スＢＭが並設されるようになっている。これらブラックマトリックスＢＭの幅については
後に詳述する。
【００４９】
　そして、隣接するブラックマトリックスＢＭの間にそれぞれカラーフィルタＦＬが形成
され、これらカラーフィルタＦＬは図中ｘ方向に、たとえば、緑色のカラーフィルタＦＬ
（Ｇ）、赤色のカラーフィルタＦＬ（Ｒ）、青色のカラーフィルタＦＬ（Ｂ）、緑色のカ
ラーフィルタＦＬ（Ｇ）、赤色のカラーフィルタＦＬ（Ｒ）、……という順番で配置され
ている。赤色のカラーフィルタＦＬ（Ｒ）で被われる画素は赤色を担当する画素（以下、
赤色画素ＰＸ（Ｒ）という）、青色のカラーフィルタＦＬ（Ｂ）で被われる画素は青色を
担当する画素（以下、青色画素ＰＸ（Ｂ）という）、緑色のカラーフィルタＦＬ（Ｇ）で
被われる画素は緑色を担当する画素（以下、緑色画素ＰＸ（Ｇ）という）となり、図中ｘ
方向に隣接する色の異なる３つの画素でカラー表示用の単位画素を構成するようになって
いる。
【００５０】
　これらカラーフィルタＦＬの上面にはたとえば樹脂膜からなるオーバーコート膜ＯＣが
形成され、その表面は平坦化されている。そして、オーバーコート膜ＯＣの上面には配向
膜ＯＲＩ２が形成され、この配向膜ＯＲＩ１は液晶ＬＣの分子の初期配向方向を決定させ
るようになっている。
【００５１】
　なお、図示していないが、基板ＳＵＢ１の基板ＳＵＢ２と反対側の面にはバックライト
が配置されている。このバックライトは青色を帯びた光源を備えたものとなっている。画
素の透過コントラスト比が大きくなるように液晶ＬＣのリターデーションを設定した場合
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、液晶を透過する光は黄色味を帯びることから、黄色の補色である青色味を帯びた光源を
用いるのが好ましいからである。
【００５２】
　ここで、上述したブラックマトリックスＢＭの幅について説明する。赤色画素ＰＸ（Ｒ
）と青色画素ＰＸ（Ｂ）の間に配置されるブラックマトリックスＢＭの幅をＷｒｂ、緑色
画素ＰＸ（Ｇ）と赤色画素ＰＸ（Ｒ）の間に配置されるブラックマトリックスＢＭの幅を
Ｗｇｒ、青色画素ＰＸ（Ｂ）と緑色画素ＰＸ（Ｇ）の間に配置されるブラックマトリック
スＢＭの幅をＷｂｇとした場合、Ｗｒｂ≠Ｗｇｒ≠Ｗｂｇであり、Ｗｒｂ＞Ｗｂｇ＞Ｗｇ
ｒが成立するようになっている。
【００５３】
　このように液晶表示装置を構成した場合、赤色画素ＰＸ（Ｒ）の単色表示において、隣
接する青色画素ＰＸ（Ｂ）側の斜め方向から観察した場合、青色が混ざって生じる混色の
不都合が光源の青色味によって強調され顕著となる。このため、青色が混ざる光を赤色画
素ＰＸ（Ｒ）と青色画素ＰＸ（Ｂ）の間のブラックマトリックスＢＭによって遮光する必
要があり、その幅Ｗｒｂは太くせざるを得なくなる。
【００５４】
　一方、赤の単色表示において、隣接する緑色画素側の斜め方向から観察した場合、緑色
が混ざって生じる混色の不都合は、青色が混ざって生じる混色の不都合と比較して視認し
づらくなる。
【００５５】
　そして、緑色の単色表示において隣接する青色画素ＰＸ（Ｂ）側の斜め方向からの観察
のおける、混色の視認程度は、赤色画素ＰＸ（Ｒ）の単色表示における青色の混色度合よ
り小さく、赤色画素ＰＸ（Ｒ）の単色表示における緑色の混色度合より大きくなることが
確認される。したがって、青色画素と緑色画素の間に配置されるブラックマトリックスＢ
Ｍの幅をＷｂｇとした場合、Ｗｒｂ＞Ｗｂｇ＞Ｗｇｒの関係が成立するように、Ｗｂｇを
設定することができる。
【００５６】
　以上説明したように、本実施例による液晶表示装置によれば、ブラックマトリックスＧ
Ｍの幅を一律に太くする場合と比較し、各画素の開口率を向上させることができる。
【００５７】
（実施例２）
　図４は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、図１に対応した図と
なっている。
【００５８】
　図４において、図１の場合の構成と比較した場合、まず、緑色画素ＰＸ（Ｇ）と赤色画
素ＰＸ（Ｒ）の間のブラックマトリックスＢＭの幅、赤色画素ＰＸ（Ｒ）と青色画素ＰＸ
（Ｂ）の間のブラックマトリックスＢＭの幅、青色画素ＰＸ（Ｂ）と緑色画素ＰＸ（Ｇ）
の間のブラックマトリックスＢＭの幅は、それぞれ、等しく構成されている。各ブラック
マトリックスＢＭの幅は、画素の開口率の観点から許容できる範囲で設定することができ
る。
【００５９】
　そして、赤色画素ＰＸ（Ｒ）と青色画素ＰＸ（Ｂ）の間のブラックマトリックスＢＭは
、このブラックマトリックスＢＭによって被われるドレイン信号線ＤＬに対して青色画素
ＰＸ（Ｂ）側へ若干ずれて形成されている。これにより、赤色画素ＰＸ（Ｒ）の単色表示
において、隣接する青色画素ＰＸ（Ｂ）側の斜め方向から観察した場合に、青色の光が混
ざってしまうのを、青色画素ＰＸ（Ｂ）側へずらして配置させたブラックマトリックスＢ
Ｍによって遮光させるようにしている。なお、この実施例において各ドレイン信号線はそ
の並設方向において等間隔に配置されたものとなっている。
【００６０】
　また、緑色画素ＰＸ（Ｇ）と青色画素ＰＸ（Ｂ）の間のブラックマトリックスＢＭ、及
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ラックマトリックスＢＭによって被われるドレイン信号線ＤＬに対してずれがなく、それ
らの中心線をほぼ一致させて形成されている。緑色画素ＰＸ（Ｇ）の単色表示において、
隣接する青色画素ＰＸ（Ｂ）側の斜め方向から観察した場合に青色が混ざっても、混色は
視認し難く、緑色画素ＰＸ（Ｇ）と青色画素ＰＸ（Ｂ）の間のブラックマトリックスＢＭ
は通常の形態で形成されるようになっている。
【００６１】
　このようなことから、この実施例では、赤色画素ＰＸ（Ｒ）とこれに隣接する青色画素
ＰＸ（Ｂ）の間に配置されるブラックマトリックスＢＭの中心と赤色画素ＰＸ（Ｒ）とこ
れに隣接する緑色画素ＰＸ（Ｇ）の間に配置されるブラックマトリックスＢＭの中心との
距離をＬｒとし、青色画素ＰＸ（Ｂ）とこれに隣接する緑色画素ＰＸ（Ｇ）の間に配置さ
れるブラックマトリックスＢＭの中心と青色画素ＰＸ（Ｂ）とこれに隣接する赤色画素Ｐ
Ｘ（Ｒ）の間に配置されるブラックマトリックスの中心との距離をＬｂとし、緑色画素Ｐ
Ｘ（Ｇ）とこれに隣接する青色画素ＰＸ（Ｂ）の間に配置されるブラックマトリックスの
中心と緑色画素ＰＸ（Ｇ）とこれに隣接する赤色画素ＰＸ（Ｒ）の間に配置されるブラッ
クマトリックスＢＭの中心との距離をＬｇとした場合に、Ｌｒ＞Ｌｇ＞Ｌｂが成立する関
係となる。
【００６２】
　このように構成された液晶表示装置は、表示面を斜め方向から見た場合の色の混色を回
避させるのに、各ブラックマトリックスを最小限の幅に設定することができ、したがって
、画素の開口率を向上させることができる。
【００６３】
　本実施例においては、ＩＰＳ型の液晶表示装置の例について取り上げたが、本提案の技
術の適用はＩＰＳ型の液晶表示装置のみに止まらないことは言うまでもない。つまり、い
わゆる垂直配向（ＶＡ；Vertical　Alignment）型の液晶表示装置、ＴＮ（Twisted　Nema
tic）型の液晶表示装置に本技術を適用することで、混色を回避と開口率向上の両立が可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の液晶表示装置の一実施例を示す構成図で、液晶を介して対向配置される
一対の基板の前記液晶側の面における構成を示す平面図である。
【図２】本発明の液晶表示装置の画素における等価回路図である。
【図３】図１のIII－III線における断面を示す図である。
【図４】本発明の液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、図１と対応した図となって
いる。
【符号の説明】
【００６５】
ＴＢＳ……ＴＦＴ基板、ＦＢＳ……対向基板、ＳＵＢ１、ＳＵＢ２……基板、ＧＬ……ゲ
ート信号線、ＤＬ……ドレイン信号線、ＣＬ……対向電圧信号線、ＴＦＴ……薄膜トラン
ジスタ、ＤＴ……ドレイン電極、ＳＴ……ソース電極、ＰＸ……画素電極、ＣＴ……対向
電極、ＧＤＬ１、ＧＤＬ２……下地層、ＧＩ……絶縁膜（ゲート絶縁膜）、ＩＮ１、ＩＮ
２……層間絶縁膜、ＰＡＳ１、ＰＡＳ２……保護膜、ＯＲＩ１、ＯＲＩ２……配向膜、Ｂ
Ｍ……ブラックマトリックス、ＦＬ……カラーフィルタ、ＦＬ（Ｒ）……赤色のカラーフ
ィルタ、ＦＬ（Ｇ）……緑色のカラーフィルタ、ＦＬ（Ｂ）……青色のカラーフィルタ、
ＰＸ（Ｒ）……赤色画素、ＰＸ（Ｇ）……緑色画素、ＰＸ（Ｂ）……青色画素、ＯＣ……
オーバーコート膜。
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